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① 申請時に使用する経営事項審査の総合評定値通知書は、添付を要する者の全てについ

て、申請をする日の１年７月前の日以後のもののうち最新のものでなければなりません。 

② また、平成２３年８月３１日までに申請をする場合は、経常建設共同企業体にあっては、

その構成員全てが、事業協同組合（中小企業等協同組合法に基づく事業協同組合で、建

設業法第３条の規定による許可を受け、かつ、中小企業庁の官公需適格組合の証明を受

けているものをいう。以下同じ。）の総合点数の算定方法に関する特例の適用を希望する

旨の申出をする事業協同組合にあっては、当該事業協同組合及び審査対象者（「平成２

３・２４年度一般競争（指名競争）参加資格審査申請書（建設工事）作成の手引き本州四国

連絡高速道路株式会社」５２頁３．（１）の審査対象者をいう。以下同じ。）全てが、改正前又

は改正後のいずれかに統一された審査基準による経営事項審査の総合評定値通知書に

基づき申請することが必要です。 

 （平成２３年９月１日以降に申請を行う場合は、改正後の審査基準による経営事項審査の

総合評定値通知書に統一して申請することが必要です。） 

 

Ⅱ 経営事項審査の審査基準が改正されたことに伴う競争参加資格の再認定について 

 

１ 再認定の申請ができる者 

 

  改正前の審査基準による経営事項審査の総合評定値通知書に基づき、平成２３・２４年度

の競争参加資格の認定を受けている者のうち、改正後の審査基準による経営事項審査の総

合評定値通知書を取得した者は、希望により当該総合評定値通知書に基づき平成２３・２４

年度競争参加資格の再認定の申請を行うことができます。 

 

  改正前の審査基準による経営事項審査の総合評定値通知書に基づき、平成２３・２４年度

の競争参加資格の認定を受けている者のうち、改正後の審査基準による経営事項審査を受

けた者は、希望により当該改正後の審査基準による経営事項審査の総合評定値通知書に

基づき平成２３・２４年度の競争参加資格の再認定の申請を行うことができます。 

ただし、経常建設共同企業体にあっては、その構成員全てが、事業協同組合の総合点数

の算定方法に関する特例の適用を希望する旨の申出をする事業協同組合にあっては、当該

事業協同組合及び審査対象者全てが、改正後の審査基準による経営事項審査の総合評定

値通知書に基づいて申請することが必要です。 

 

２ 再認定のスケジュール  

 

平成２３年６月１日から随時、受付けます。 

 

 



 

３ 再認定に係る資格審査申請書及び添付書類 

① 一般競争(指名競争)参加資格審査申請書（建設工事） （様式①－１、様式①－２、様式

②、様式③） 

② 経営事項審査の総合評定値通知書の写し（ただし、改正後の審査基準による経営事項

審査のものに限る。） 

③ 共同企業体等調書（様式６）（特例計算を希望する事業協同組合が申請する場合） 

④ 前回の資格認定通知書の写し 

   ※再認定の申請に係る経営事項審査の審査基準日が、改正前の審査基準による認定

に係る経営事項審査の審査基準日と同一である場合においても上記①②③④を提

出して下さい。 

 

４ その他再認定の申請に関する留意事項 

 

  競争参加資格の再認定の申請は、認定を受けている全工種一括で行う必要があります。 

 

  再認定の申請は、一部の工種のみを選択して行うことはできません。全ての認定資格に

ついて再認定を申請していただきます。 

 

  改正前の審査基準による経営事項審査の総合評定値通知書に基づき、競争参加資格の

認定を受けている者が、改正後の審査基準による経営事項審査の総合評定値通知書に基

づき工種の追加を申請する場合には、当該申請に併せて、すでに受けている全ての認定資

格についても改正後の審査基準による経営事項審査の総合評定値通知書に基づき申請して

いただきます。 

 

 

工事の入札手続きに参加をしている者で、すでに競争参加資格の確認又は指名通知を受

けている場合であっても、当該入札案件の開札日までの間に再認定を受けた結果、等級が

変わり入札参加条件を満たさなくなったときは当該入札に参加する資格を失います。 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ 随時の申請及び再認定の申請における共通事項 



 

１ 申請方法 

 

郵送方式により受け付けます。（持参不可）再認定に係る資格審査申請書及び添付書類を簡

易書留により以下の宛先へ郵送して下さい。 

注意：申請書類郵送の封筒表に左下に、朱書きで「資格審査申請書類在中（再認定希望）」と

明記して下さい。 

宛先 〒６５１－００８８ 

    兵庫県神戸市中央区小野柄通４－１－２２ 

    ア－バンエ－ス三宮ビル 

    本州四国連絡高速道路株式会社 経理部 会計契約課 

 

 

２ 申請書類及び申請書作成の手引きの入手 

 

申請書類作成の手引き並びに申請書等の様式については、当社ホームページから入手して

ください。ホームページアドレスは、以下のとおりです。 

http://www.jb-honshi.co.jp/keiyaku/h23-24shinsa.html 

 

 

お問い合わせ先 

本州四国連絡高速道路株式会社 

経理部 会計契約課 

ＴＥＬ：０７８－２９１－１０３５（直通） 

 


